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○愛西市特別職報酬等審議会条例 

平成 17 年 12 月 27 日 

条例第 171 号 

(設置) 

第 1 条 市長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審議するため、愛西市特別職報酬

等審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第 2 条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を

議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について、審議会

の意見を聴くものとする。 

(委員) 

第 3 条 審議会は、委員 10 人以内をもって組織し、その委員は、愛西市の区域内の公共的

団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。 

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。 

(会長及び副会長) 

第 4 条 審議会に会長及び副会長各 1 人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

(会議) 

第 5 条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

(委任) 

第 6 条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 18 年 12 月 25 日条例第 40 号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 20 年 8 月 11 日条例第 15 号) 

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成 20 年法律第 69 号)の施行の日から施行

する。 

附 則(平成 21 年 3 月 25 日条例第 10 号) 

この条例は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 27 年 12 月 25 日条例第 42 号) 

この条例は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 1 年 6 月 28 日条例第 22 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○愛西市特別職報酬等審議会規程 

平成 23 年 11 月 18 日 

訓令第 30 号 

(趣旨) 

第 1 条 この訓令は、愛西市特別職報酬等審議会条例(平成 17 年愛西市条例第 171 号)の規

定に基づき、愛西市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項

を定めるものとする。 

(諮問及び所掌事項) 

第 2 条 市長は、常勤の特別職等の給料の額及び議会議員等の報酬の額について、審議会

に諮問するものとする。 

2 審議会は、前項の諮問に関して、審議し、答申するものとする。 

(会議) 

第 3 条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の

最初の会議は、市長が招集する。 

2 会議においては、会長が議長となる。 

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

(関係者の出席) 

第 4 条 会長は、必要と認めるときは、議事に関係のある者を会議に出席させ、説明を求

め、意見を聴取することができる。 

(会議録) 

第 5 条 会議を開いたときは会議録を作成する。 

2 会議録には、次に掲げる事項を掲載しなければならない。 

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時 

(2) 出席及び欠席の委員の氏名 

(3) 職務のために出席した職員の職名及び氏名 

(4) 説明のために出席した者の職名及び氏名 

(5) 会長の諸報告 

(6) 会議に付した事項 

(7) 議事の経過 

(8) 前各号に掲げるもののほか、会議において必要と認めた事項 

3 会議録は、出席した委員のうち会長が指名する者 1 人が確認して署名する。 

附 則 

この訓令は、平成 23 年 11 月 18 日から施行する。 
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特別職の報酬等の額 決定までの流れ 

 

市長が愛西市特別職報酬等審議会委員の任命及び特別職の報酬等につい

て諮問 

 

 

 

 

愛西市特別職報酬等審議会の開催(第１回 ９月１日) 

・会長及び副会長の選任 

・特別職の報酬等の額について審議資料説明及び審議 

 

 

 

 

愛西市特別職報酬等審議会の開催 

(第２回 １０月５日、第３回 １０月２３日) 

・報酬等の額について審議 

 

 

 

 

愛西市特別職報酬等審議会から、審議の結果について、市長へ答申 

 

 

 

 

報酬等の額を改正する場合、市長が市議会に条例改正案を上程 
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特別職報酬等に関する通知 

 

特別職の報酬等について（昭和39年5月28日自治給第208号）（抄） 

最近における地方公共団体の議会の議員の報酬に関する条例の改正をめぐる世論の動

向にかんがみ、地方公共団体の特別職の職員の報酬等の額の決定について第三者機関の

意見を聞くことによりその一層の公正を期する必要があると認められるので、下記要領

により速やかに措置されたく、命によって通知する。 

なお、管下各市（特別区を含む。）については、都道府県の例にならい措置を講ずる

よう、また町村については必要に応じ同様の措置を講ずるよう指導されたい。 

・・・以下省略 

 

特別職の職員の給与について（昭和43年10月17日自治給第94号）（抄） 

 1.審議会の委員の選択 

・・・中略・・・委員の構成が、住民の一部の層に偏することのないように配慮する

こと。 

 2.給与改定の実施期間の諮問 

審議会に諮問する事項は・・・中略・・・改定の実施時期についても諮問するものと

すること。 

 3.審議会への提出資料 

・・・中略・・・諮問を行うに際しては、人口、財政規模等が類似している他の公共

団体における特別職の職員の給与額、当該地方公共団体の特別職の職員に関するここ数

年来の給与改定の状況等に関して、少なくともおおむね別記に掲げるような項目の資料

はこれを提出し・・・中略・・・ 

 4.審議会の運営 

・・・中略・・・ 

 5.答申の内容の尊重 

・・・中略・・・ 

◎近年における消費者物価上昇率 

◎人口、財政規模等が類似している他の地方公共団体の特別職の職員の給与月額 

◎過去における特別職の職員の給与改定の状況 

◎一般職の職員の給与改定状況 

◎議会費の前５カ年間の一般財源に対する構成割合および報酬を引き上げた場合にお

ける平年度ベースの構成割合の増加見込 

◎当該地方公共団体の議員報酬月額総額の住民一人当り額と類似地方公共団体のそれ

との比較 

◎議会議員の活動状況（審議日数） 
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特別職の報酬等について（昭和48年12月10日自治給第77号）（抄） 

 特別職の報酬等については、「特別職の報酬等について」（昭和39年自治給第208号）

及び「特別職の職員の給与について」（昭和43年自治給第94号）の趣旨に沿って措置さ

れてきていることと思料するが、・・・中略・・・最近、一部の地方公共団体において、

特別職の報酬等の決定に関し、一般職の職員に適用される給料表の特定の給料月額に一

定割合を乗じて得た額とする等、いわゆるスライド方式を採用するむきが見受けられる。 

 特別職の報酬等は、その職務の特殊性に応じて定められるべきものであって、生計費

や民間賃金の上昇等に相応して決定される一般職の職員の給与とは自らその性格を異に

し、また、その額は個々具体的に住民の前に明示するよう条例で定めるべきものであり、

したがって、一般職の給与改定に伴い、特別職の報酬等についても自動的に引上げられ

ることとなるような方式を採用することは、法の趣旨に違背するばかりでなく、特別職

の報酬の額の決定について広く民意を反映させるために設置されている特別職報酬等審

議会の実効性が失われることにもなるので、かかる方式を採用することのないよう厳に

留意されたい。 

 

地方公務員の給与制度の改正について（昭和36年2月11日自治乙公発第2号） 

 報酬額の決定する際には、以下のようなことが考慮されるべきであるとされている。  

①当該地方公共団体における特別職の職員に関するここ数年来の給与改定の経緯 

②当該地方公共団体の一般職の職員の給与 

③他の地方公共団体との均衡 
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愛西市の市長、副市長、教育長の給料月額及び議員の報酬月額の答申額推移 

※H29.4.1～R2.3.31の議長、副議長、議員については議会の意向により条例改正なし 
 

愛西市職員等の給料月額の状況（一般行政職） 

 勧告率 
平均給料月額 

（平均年齢） 
平均年間給与 最高給料月額 

ラス 

指数 

R3.4.1 

愛西市 

0.00％ 

308,300円 

（40.8歳） 
6,744,400円 434,700円 98.0 

愛西市 
部長級職員 

425,400円 

（57.1歳） 
8,954,500円 434,700円 ― 

県内市 
311,000円 

（40.6歳） 
6,500,300円 532,000円 99.9 

類似団体 
316,400円 

（42.3歳） 
6,099,500円 ― 98.1 

R4.4.1 

愛西市 

0.23％ 

307,300円 

（40.7歳） 
6,493,100円 434,700円 98.0 

愛西市 
部長級職員 

426,800円 

（56.2歳） 
8,885,200円 434,700円 ― 

県内市 
311,200円 

（40.6歳） 
6,500,700円 525,000円 99.8 

類似団体 
313,000円 

（41.6歳） 
6,120,000円 ― 98.4 

R5.4.1 

愛西市 

0.96％ 

304,700円 

（40.2歳） 
6,202,100円 434,700円 

公
表
前 

愛西市 
部長級職員 

427,900円 

（56.6歳） 
8,833,700円 434,700円 

県内市 

公 表 前 

類似団体 

※各基準日の地方公務員給与実態調査の数値を基に積算 

※「県内市」は、名古屋市を除く 

※「類似団体」は、愛西市と同じ人口規模区分の全国の市の数値 

※「勧告率」は、人事院勧告による国家公務員給与と民間給与との較差値 

※「ラス指数」は、ラスパイレス指数で、国家公務員との比較で地方公務員の給与水準を表

す指数 

 

役職名 

給料月額又は報酬月額 

合併（H17.4.1） H24.4.1 H29.4.1 R2.4.1  

～ ～ ～ ～ 
H24.3.31 H29.3.31 R2.3.31  

市 長 930,000 円  924,000 円  931,000 円  934,000 円  

副市長 769,000 円  764,000 円  770,000 円  773,000 円  

教育長 671,000 円  667,000 円  672,000 円  674,000 円  

議 長 500,000 円  改定なし   504,000 円  506,000 円  

副議長 450,000 円  改定なし   453,000 円  454,000 円  

議 員 400,000 円  改定なし   403,000 円  404,000 円  



（愛知県市長会とりまとめの地方公務員給与実態調査等の交換資料より抜粋）

区分

市町村名 人 人 円 ％ 円 月 ％ ％ 円 円

愛 西 市 61,378 1 934,000 - 934,000 28 3.30 20 25 15,677,100 27 255.42 8

津 島 市 60,335 1 906,000 - 906,000 35 3.30 20 25 15,207,200 34 252.05 9

碧 南 市 72,459 1 1,003,000 8.0 1,083,240 9 3.30 20 25 18,115,900 9 250.02 10

蒲 郡 市 78,443 1 927,000 - 927,000 31 3.30 20 25 15,559,600 30 198.36 18

犬 山 市 72,331 1 964,000 6.0 1,021,840 18 3.30 20 25 17,103,800 18 236.47 12

常 滑 市 58,472 1 919,000 - 919,000 34 3.30 20 25 15,425,400 32 263.81 7

江 南 市 98,785 1 961,000 - 961,000 27 3.30 20 25 16,130,300 26 163.29 23

大 府 市 92,892 1 1,053,000 - 1,053,000 15 3.25 20 25 17,598,200 15 189.45 20

知 多 市 83,646 1 965,000 10.0 1,061,500 13 3.30 20 25 17,737,600 14 212.06 16

知 立 市 72,062 1 931,000 - 931,000 29 3.30 20 25 15,626,800 28 216.85 15

豊 明 市 68,203 1 985,000 - 985,000 25 3.25 20 25 15,279,800 33 224.03 13 　10％減額

北名古屋市 86,181 1 977,000 - 977,000 26 3.30 20 25 16,398,900 25 190.28 19

み よ し 市 61,375 1 923,000 10.0 1,015,300 19 3.35 20 25 17,038,100 19 277.61 6

あ ま 市 88,613 1 932,000 6.0 987,920 23 3.30 20 25 16,536,100 23 186.61 21

豊 橋 市 369,330 1 1,091,000 - 1,091,000 8 3.30 20 25 18,312,400 8 49.58 37

岡 崎 市 383,789 1 1,116,000 10.5 1,233,180 2 3.30 20 25 19,122,400 5 49.83 36 　10％減額

一 宮 市 379,538 1 1,082,000 6.0 1,146,920 5 3.30 20 25 19,197,400 4 50.58 35

瀬 戸 市 127,882 1 989,000 6.0 1,048,340 16 3.30 20 25 17,547,400 16 137.22 26

半 田 市 118,166 1 1,061,000 - 1,061,000 14 3.30 45 - 17,808,800 13 150.71 25

春 日 井 市 308,038 1 1,072,000 - 1,072,000 11 3.30 20 25 17,993,500 11 58.41 33

豊 川 市 186,314 1 1,069,000 - 1,069,000 12 3.30 20 25 17,943,100 12 96.31 32

刈 谷 市 152,428 1 1,011,000 16.0 1,172,760 3 3.30 20 25 19,551,300 2 128.27 27

豊 田 市 416,747 1 1,129,000 16.0 1,309,640 1 3.30 20 25 21,833,200 1 52.39 34

安 城 市 188,645 1 1,041,000 12.0 1,165,920 4 3.30 20 25 19,466,900 3 103.19 31

西 尾 市 170,228 1 1,007,000 10.0 1,107,700 7 3.30 20 25 18,509,600 7 108.73 30

小 牧 市 150,188 1 1,075,000 6.0 1,139,500 6 3.30 20 25 19,073,200 6 127.00 28

稲 沢 市 133,783 1 993,000 - 993,000 20 3.30 20 25 16,667,500 20 124.59 29

新 城 市 43,458 1 925,000 - 925,000 32 3.30 20 25 13,306,100 37 306.18 4 　20％減額

東 海 市 113,572 1 1,073,000 - 1,073,000 10 3.30 20 25 18,010,300 10 158.58 24

尾 張 旭 市 83,822 1 983,000 6.0 1,041,980 17 3.30 20 25 17,440,900 17 208.07 17

高 浜 市 49,222 1 901,000 - 901,000 36 3.30 20 25 15,123,200 35 307.24 3

岩 倉 市 47,761 1 989,000 - 989,000 22 3.30 45 - 16,600,300 22 347.57 2

日 進 市 93,643 1 992,000 - 992,000 21 3.30 45 - 16,650,700 21 177.81 22

田 原 市 59,229 1 930,000 6.0 985,800 24 3.30 20 25 16,500,600 24 278.59 5

清 須 市 68,936 1 920,000 - 920,000 33 3.30 20 25 15,442,200 31 224.01 14

弥 富 市 43,779 1 931,000 - 931,000 29 3.30 20 25 15,626,800 28 356.95 1

長 久 手 市 60,770 1 895,000 - 895,000 37 2.95 45 - 14,388,300 36 236.77 11 　1％減額

平均 129,850 1 990,676 1,027,744 17,068,943 187.97

県内類団平均 75,370 1 955,714 983,057 16,388,200 222.59

※年間給与は、給料月額（地域手当込）に12を乗じた額に、賞与について上記数値にて算出した額を加えた額である。

【参考】

全国の類似団体との比較（R4.4.1）

管理職
加算

全国の類似団体における給料月額の順位 78団体中19番目

※愛西市の類似団体として、津島市、碧南市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、大府市、知多市、知立市、豊明市、北名古屋市、みよし
市、あま市を比較（人口、産業構造の類似）

全国の類似団体における給料月額の最高額 1,053,000円
全国の類似団体における給料月額の最低額 88,000円
全国の類似団体における給料月額の平均額 865,038円

県内市長・議長等の定数・給料月額の状況（R5.4.1）

住民基本
台帳人口

市長

定
数

基本
月額

地域
手当

給料
月額

（地域手当込）

順
位

賞与
年間
給与 順

位

市民1人
当たり
年間給与

順
位

備考
（減額措置）

期末手当
支給率

役職
加算
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（愛知県市長会とりまとめの地方公務員給与実態調査等の交換資料より抜粋）

区分

市町村名 人 人 円 ％ 円 月 ％ ％ 円 円

愛 西 市 61,378 1 773,000 - 773,000 30 3.30 20 25 12,974,800 29 211.39 9

津 島 市 60,335 1 761,000 - 761,000 33 3.30 20 25 12,773,300 33 211.71 8

碧 南 市 72,459 1 822,000 8.0 887,760 9 3.30 20 25 14,846,700 9 204.90 10

蒲 郡 市 78,443 1 781,000 - 781,000 28 3.30 20 25 13,109,000 27 167.11 17

犬 山 市 72,331 1 800,000 6.0 848,000 17 3.30 20 25 14,194,000 17 196.24 12

常 滑 市 58,472 2 753,000 - 753,000 34 3.30 20 25 12,639,100 34 216.16 7

江 南 市 98,785 1 816,000 - 816,000 22 3.30 20 25 13,696,500 22 138.65 23

大 府 市 92,892 2 870,000 - 870,000 13 3.25 20 25 14,539,800 13 156.52 19

知 多 市 83,646 2 787,000 10.0 865,700 14 3.30 20 25 14,465,800 14 172.94 16

知 立 市 72,062 1 772,000 - 772,000 31 3.30 20 25 12,958,000 30 179.82 15

豊 明 市 68,203 1 804,000 - 804,000 25 3.25 20 25 12,954,400 31 189.94 13 　5％減額

北名古屋市 86,181 1 800,000 - 800,000 26 3.30 20 25 13,428,000 25 155.81 20

み よ し 市 61,375 1 761,000 10.0 837,100 18 3.35 20 25 14,047,600 18 228.88 6

あ ま 市 88,613 1 751,000 6.0 796,060 27 3.30 20 25 13,324,600 26 150.37 21

豊 橋 市 369,330 2 915,000 - 915,000 7 3.30 20 25 15,358,200 7 41.58 36

岡 崎 市 383,789 2 937,000 10.5 1,035,385 2 3.30 20 25 16,303,800 2 42.48 35 　8％減額

一 宮 市 379,538 2 889,000 6.0 942,340 5 3.30 20 25 15,773,100 5 41.56 37

瀬 戸 市 127,882 1 812,000 6.0 860,720 16 3.30 20 25 14,406,900 16 112.66 26

半 田 市 118,166 1 873,000 - 873,000 12 3.30 45 - 14,653,300 12 124.01 25

春 日 井 市 308,038 2 894,000 - 894,000 8 3.30 20 25 15,005,700 8 48.71 33

豊 川 市 186,314 2 874,000 - 874,000 11 3.30 20 25 14,670,000 11 78.74 32

刈 谷 市 152,428 2 828,000 16.0 960,480 3 3.30 20 25 16,012,300 3 105.05 27

豊 田 市 416,747 2 951,000 16.0 1,103,160 1 3.30 20 25 18,391,000 1 44.13 34

安 城 市 188,645 2 852,000 12.0 954,240 4 3.30 20 25 15,932,500 4 84.46 31

西 尾 市 170,228 2 787,000 10.0 865,700 14 3.30 20 25 14,465,800 14 84.98 30

小 牧 市 150,188 2 883,000 6.0 935,980 6 3.30 20 25 15,666,700 6 104.31 28

稲 沢 市 133,783 1 818,000 - 818,000 21 3.30 20 25 13,730,100 21 102.63 29

新 城 市 43,458 1 775,000 - 775,000 29 3.30 20 25 13,008,300 28 299.33 1

東 海 市 113,572 2 881,000 - 881,000 10 3.30 20 25 14,787,500 10 130.20 24

尾 張 旭 市 83,822 1 788,000 6.0 835,280 19 3.30 20 25 13,981,100 19 166.80 18

高 浜 市 49,222 1 749,000 - 749,000 36 3.30 20 25 12,571,900 36 255.41 4

岩 倉 市 47,761 1 816,000 - 816,000 22 3.30 45 - 13,696,500 22 286.77 3

日 進 市 93,643 1 815,000 - 815,000 24 3.30 45 - 13,679,700 24 146.08 22

田 原 市 59,229 2 780,000 6.0 826,800 20 3.30 20 25 13,839,200 20 233.66 5

清 須 市 68,936 1 750,000 - 750,000 35 3.30 20 25 12,588,700 35 182.61 14

弥 富 市 43,779 1 770,000 - 770,000 32 3.30 20 25 12,924,400 32 295.22 2

長 久 手 市 60,770 1 729,000 - 729,000 37 3.30 45 - 12,236,200 37 201.35 11

平均 129,850 1 816,676 847,127 14,152,284 156.57

県内類団平均 75,370 1 789,357 811,759 13,567,971 184.32

※年間給与は、給料月額（地域手当込）に12を乗じた額に、賞与について上記数値にて算出した額を加えた額である。

【参考】

全国の類似団体との比較（R4.4.1）

県内市長・議長等の定数・給料月額の状況（R5.4.1）

住民基本
台帳人口

副市長

定
数

基本
月額

地域
手当

給料
月額

（地域手当込）

順
位

賞与
年間
給与 順

位

市民1人
当たり
年間給与

順
位

備考
（減額措置）

期末手当
支給率

役職
加算

管理職
加算

全国の類似団体における給料月額の順位 78団体中16番目

※愛西市の類似団体として、津島市、碧南市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、大府市、知多市、知立市、豊明市、北名古屋市、みよし
市、あま市を比較（人口、産業構造の類似）

全国の類似団体における給料月額の最高額 870,000円
全国の類似団体における給料月額の最低額 614,300円
全国の類似団体における給料月額の平均額 730,920円
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（愛知県市長会とりまとめの地方公務員給与実態調査等の交換資料より抜粋）

区分

市町村名 人 人 円 ％ 円 月 ％ ％ 円 円

愛 西 市 61,378 1 674,000 - 674,000 31 3.30 20 25 11,313,000 31 184.32 8

津 島 市 60,335 1 655,000 - 655,000 36 3.30 20 25 10,994,100 36 182.22 10

碧 南 市 72,459 1 715,000 8.0 772,200 13 3.30 20 25 12,914,100 13 178.23 11

蒲 郡 市 78,443 1 697,000 - 697,000 29 3.30 20 25 11,699,100 29 149.14 18

犬 山 市 72,331 1 710,000 6.0 752,600 17 3.30 20 25 12,597,200 17 174.16 13

常 滑 市 58,472 1 673,000 - 673,000 32 3.30 20 25 11,296,300 32 193.19 7

江 南 市 98,785 1 727,000 - 727,000 23 3.30 20 25 12,202,600 22 123.53 23

大 府 市 92,892 1 782,000 - 782,000 10 3.25 20 25 13,069,100 11 140.69 19

知 多 市 83,646 1 724,000 10.0 796,400 7 3.30 20 25 13,307,800 6 159.10 16

知 立 市 72,062 1 699,000 - 699,000 28 3.30 20 25 11,732,700 28 162.81 15

豊 明 市 68,203 1 740,000 - 740,000 19 3.25 20 25 11,923,200 24 174.82 12 　5％減額

北名古屋市 86,181 1 710,000 - 710,000 26 3.30 20 25 11,917,300 25 138.28 20

み よ し 市 61,375 1 691,000 10.0 760,100 16 3.35 20 25 12,755,500 16 207.83 5

あ ま 市 88,613 1 671,000 6.0 711,260 25 3.30 20 25 11,905,200 27 134.35 21

豊 橋 市 369,330 1 710,000 - 710,000 26 3.30 20 25 11,917,300 25 32.27 37

岡 崎 市 383,789 1 742,000 10.5 819,910 6 3.30 20 25 13,205,900 7 34.41 36 　5％減額

一 宮 市 379,538 1 783,000 6.0 829,980 4 3.30 20 25 13,892,400 4 36.60 34

瀬 戸 市 127,882 1 722,000 6.0 765,320 15 3.30 20 25 12,810,100 15 100.17 26

半 田 市 118,166 1 774,000 - 774,000 12 3.30 45 - 12,991,500 12 109.94 25

春 日 井 市 308,038 1 779,000 - 779,000 11 3.30 20 25 13,075,500 10 42.45 33

豊 川 市 186,314 1 768,000 - 768,000 14 3.30 20 25 12,890,800 14 69.19 32

刈 谷 市 152,428 1 711,000 16.0 824,760 5 3.30 20 25 13,749,700 5 90.20 28

豊 田 市 416,747 1 763,000 16.0 885,080 1 3.30 20 25 14,755,300 1 35.41 35

安 城 市 188,645 1 749,000 12.0 838,880 2 3.30 20 25 14,006,400 2 74.25 31

西 尾 市 170,228 1 718,000 10.0 789,800 8 3.30 20 25 13,197,500 8 77.53 30

小 牧 市 150,188 1 739,000 6.0 783,340 9 3.30 20 25 13,111,700 9 87.30 29

稲 沢 市 133,783 1 733,000 - 733,000 20 3.30 20 25 12,303,400 19 91.97 27

新 城 市 43,458 1 680,000 - 680,000 30 3.30 20 25 11,413,800 30 262.64 1

東 海 市 113,572 1 830,000 - 830,000 3 3.30 20 25 13,931,500 3 122.67 24

尾 張 旭 市 83,822 1 707,000 6.0 749,420 18 3.30 20 25 12,544,000 18 149.65 17

高 浜 市 49,222 1 642,000 - 642,000 37 3.30 20 25 10,775,900 37 218.92 4

岩 倉 市 47,761 1 716,000 - 716,000 24 3.30 45 - 12,018,000 23 251.63 3

日 進 市 93,643 1 731,000 - 731,000 22 3.30 45 - 12,269,800 20 131.03 22

田 原 市 59,229 1 690,000 6.0 731,400 21 3.30 20 25 12,242,300 21 206.69 6

清 須 市 68,936 1 670,000 - 670,000 34 3.30 20 25 11,245,900 34 163.14 14

弥 富 市 43,779 1 672,000 - 672,000 33 3.30 20 25 11,279,500 33 257.65 2

長 久 手 市 60,770 1 663,000 - 663,000 35 3.30 45 - 11,128,400 35 183.12 9

平均 129,850 1 717,838 744,201 12,442,805 138.69

県内類団平均 75,370 1 704,857 724,969 12,116,229 164.48

※年間給与は、給料月額（地域手当込）に12を乗じた額に、賞与について上記数値にて算出した額を加えた額である。

県内市長・議長等の定数・給料月額の状況（R5.4.1）

住民基本
台帳人口

教育長

定
数

基本
月額

地域
手当

給料
月額

（地域手当込）

順
位

賞与
年間
給与

※愛西市の類似団体として、津島市、碧南市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、大府市、知多市、知立市、豊明市、北名古屋市、みよし
市、あま市を比較（人口、産業構造の類似）

順
位

市民1人
当たり
年間給与

順
位

備考
（減額措置）

期末手当
支給率

役職
加算

管理職
加算
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（愛知県市長会とりまとめの地方公務員給与実態調査等の交換資料より抜粋）

区分

市町村名 人 人 円 月 ％ ％ 円 円 円 円

愛 西 市 61,378 1 506,000 27 3.30 20 - 8,075,700 34 - 8,075,700 35 131.57 9

津 島 市 60,335 1 481,000 36 3.30 45 - 8,073,500 35 150,000 8,223,500 34 136.30 8

碧 南 市 72,459 1 543,000 16 3.30 45 - 9,114,200 15 198,000 9,312,200 15 128.52 10

蒲 郡 市 78,443 1 532,000 18 3.30 - 45 8,929,600 18 290,000 9,219,600 17 117.53 16

犬 山 市 72,331 1 527,000 21 3.30 45 - 8,845,600 21 180,000 9,025,600 21 124.78 13

常 滑 市 58,472 1 489,000 34 3.30 45 - 8,207,800 31 108,000 8,315,800 31 142.22 6

江 南 市 98,785 1 532,000 18 3.30 - - 8,139,600 33 150,000 8,289,600 32 83.92 23

大 府 市 92,892 1 545,000 15 3.25 45 - 9,108,300 16 180,000 9,288,300 16 99.99 20

知 多 市 83,646 1 530,000 20 3.30 45 - 8,896,000 19 198,000 9,094,000 20 108.72 17

知 立 市 72,062 1 496,000 31 3.30 45 - 8,325,300 27 180,000 8,505,300 26 118.03 15

豊 明 市 68,203 1 499,000 29 3.20 45 - 8,303,300 29 150,000 8,453,300 28 123.94 14

北名古屋市 86,181 1 525,000 22 3.35 45 - 8,850,100 20 300,000 9,150,100 18 106.17 19

み よ し 市 61,375 1 496,000 31 3.30 45 - 8,325,300 27 180,000 8,505,300 26 138.58 7

あ ま 市 88,613 1 516,000 24 3.30 20 - 8,235,300 30 - 8,235,300 33 92.94 22

豊 橋 市 369,330 1 716,000 3 3.30 45 - 12,018,000 3 1,080,000 13,098,000 2 35.46 34

岡 崎 市 383,789 1 736,000 2 3.30 45 - 12,353,700 2 600,000 12,953,700 3 33.75 35

一 宮 市 379,538 1 639,000 5 3.30 45 - 10,725,600 5 600,000 11,325,600 4 29.84 37

瀬 戸 市 127,882 1 549,000 12 3.30 45 - 9,214,900 11 137,500 9,352,400 13 73.13 26

半 田 市 118,166 1 547,000 14 3.30 45 - 9,181,300 13 149,000 9,330,300 14 78.96 25

春 日 井 市 308,038 1 646,000 4 3.30 45 - 10,843,100 4 330,000 11,173,100 5 36.27 33

豊 川 市 186,314 1 562,000 9 3.30 45 - 9,433,100 8 276,000 9,709,100 8 52.11 32

刈 谷 市 152,428 1 590,000 7 3.30 45 - 9,903,100 6 225,000 10,128,100 6 66.45 28

豊 田 市 416,747 1 759,000 1 3.30 45 - 12,739,800 1 600,000 13,339,800 1 32.01 36

安 城 市 188,645 1 576,000 8 3.30 45 - 9,668,100 7 360,000 10,028,100 7 53.16 31

西 尾 市 170,228 1 551,000 11 3.30 45 - 9,248,500 10 180,000 9,428,500 11 55.39 30

小 牧 市 150,188 1 596,000 6 3.30 - - 9,118,800 14 300,000 9,418,800 12 62.71 29

稲 沢 市 133,783 1 554,000 10 3.30 - 45 9,298,800 9 240,000 9,538,800 9 71.30 27

新 城 市 43,458 1 489,000 34 3.30 45 - 8,207,800 31 150,000 8,357,800 30 192.32 1

東 海 市 113,572 1 549,000 12 3.30 45 - 9,214,900 11 216,000 9,430,900 10 83.04 24

尾 張 旭 市 83,822 1 533,000 17 3.30 45 - 8,946,400 17 150,000 9,096,400 19 108.52 18

高 浜 市 49,222 1 457,000 37 3.30 45 - 7,670,700 36 180,000 7,850,700 36 159.50 4

岩 倉 市 47,761 1 512,000 26 3.30 45 - 8,593,900 24 180,000 8,773,900 24 183.70 3

日 進 市 93,643 1 523,000 23 3.30 45 - 8,778,500 22 150,000 8,928,500 22 95.35 21

田 原 市 59,229 1 500,000 28 3.30 45 - 8,392,500 25 240,000 8,632,500 25 145.75 5

清 須 市 68,936 1 515,000 25 3.30 45 - 8,644,200 23 180,000 8,824,200 23 128.01 11

弥 富 市 43,779 1 498,000 30 3.30 45 - 8,358,900 26 - 8,358,900 29 190.93 2

長 久 手 市 60,770 1 496,000 31 3.30 - - 7,588,800 37 120,000 7,708,800 37 126.85 12

平均 129,850 1 548,919 9,123,595 240,743 9,364,338 101.29

県内類団平均 75,370 1 515,500 8,530,686 161,714 8,692,400 118.09

※年間報酬は報酬月額に12を乗じた額に、賞与について上記数値にて算出した額を加えた額である。

県内市長・議長等の定数・給料月額の状況（R5.4.1）

住民基本
台帳人口

定
数

報酬
月額

順
位

賞与 年間
報酬

A

順
位

政務活動費
年１人平均

B

議長

※愛西市の類似団体として、津島市、碧南市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、大府市、知多市、知立市、豊明市、北名古屋市、みよし市、あま
市を比較（人口、産業構造の類似）

年額
A+B

順
位

市民1人
当たり
年間報酬

順
位

備考
（減額措置）期末手当

支給率
役職
加算

管理職
加算
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（愛知県市長会とりまとめの地方公務員給与実態調査等の交換資料より抜粋）

区分

市町村名 人 人 円 月 ％ ％ 円 円 円

愛 西 市 61,378 1 454,000 25 3.30 20 - 7,245,800 28 - 7,245,800 33 118.05 10

津 島 市 60,335 1 441,000 29 3.30 45 - 7,402,100 27 150,000 7,552,100 26 125.17 6

碧 南 市 72,459 1 503,000 12 3.30 45 - 8,442,800 11 198,000 8,640,800 11 119.25 8

蒲 郡 市 78,443 1 489,000 16 3.30 - 45 8,207,800 15 290,000 8,497,800 13 108.33 14

犬 山 市 72,331 1 487,000 17 3.30 45 - 8,174,200 16 180,000 8,354,200 17 115.50 11

常 滑 市 58,472 1 429,000 32 3.30 45 - 7,200,700 30 108,000 7,308,700 32 124.99 7

江 南 市 98,785 1 485,000 18 3.30 - - 7,420,500 25 150,000 7,570,500 24 76.64 23

大 府 市 92,892 1 492,000 15 3.25 45 - 8,222,500 14 180,000 8,402,500 16 90.45 20

知 多 市 83,646 1 480,000 20 3.30 45 - 8,056,800 19 198,000 8,254,800 18 98.69 17

知 立 市 72,062 1 426,000 33 3.30 45 - 7,150,400 32 180,000 7,330,400 29 101.72 16

豊 明 市 68,203 1 445,000 28 3.20 45 - 7,404,800 26 150,000 7,554,800 25 110.77 12

北名古屋市 86,181 1 470,000 21 3.35 45 - 7,923,000 20 300,000 8,223,000 19 95.42 18

み よ し 市 61,375 1 425,000 34 3.30 45 - 7,133,600 33 180,000 7,313,600 30 119.16 9

あ ま 市 88,613 1 451,000 26 3.30 20 - 7,197,900 31 - 7,197,900 34 81.23 22

豊 橋 市 369,330 1 651,000 3 3.30 45 - 10,927,000 3 1,080,000 12,007,000 2 32.51 34

岡 崎 市 383,789 1 668,000 2 3.30 45 - 11,212,300 2 600,000 11,812,300 3 30.78 35

一 宮 市 379,538 1 587,000 4 3.30 45 - 9,852,700 4 600,000 10,452,700 4 27.54 37

瀬 戸 市 127,882 1 481,000 19 3.30 45 - 8,073,500 18 137,500 8,211,000 20 64.21 27

半 田 市 118,166 1 496,000 14 3.30 45 - 8,325,300 13 149,000 8,474,300 14 71.72 25

春 日 井 市 308,038 1 584,000 5 3.30 45 - 9,802,400 5 330,000 10,132,400 5 32.89 33

豊 川 市 186,314 1 512,000 9 3.30 45 - 8,593,900 8 276,000 8,869,900 8 47.61 32

刈 谷 市 152,428 1 548,000 6 3.30 45 - 9,198,100 6 225,000 9,423,100 6 61.82 28

豊 田 市 416,747 1 691,000 1 3.30 45 - 11,598,400 1 600,000 12,198,400 1 29.27 36

安 城 市 188,645 1 533,000 8 3.30 45 - 8,946,400 7 360,000 9,306,400 7 49.33 31

西 尾 市 170,228 1 511,000 10 3.30 45 - 8,577,100 9 180,000 8,757,100 9 51.44 30

小 牧 市 150,188 1 534,000 7 3.30 - - 8,170,200 17 300,000 8,470,200 15 56.40 29

稲 沢 市 133,783 1 504,000 11 3.30 - 45 8,459,600 10 240,000 8,699,600 10 65.03 26

新 城 市 43,458 1 409,000 36 3.30 45 - 6,865,000 35 150,000 7,015,000 35 161.42 3

東 海 市 113,572 1 500,000 13 3.30 45 - 8,392,500 12 216,000 8,608,500 12 75.80 24

尾 張 旭 市 83,822 1 464,000 22 3.30 45 - 7,788,200 21 150,000 7,938,200 21 94.70 19

高 浜 市 49,222 1 393,000 37 3.30 45 - 6,596,500 36 180,000 6,776,500 36 137.67 4

岩 倉 市 47,761 1 462,000 24 3.30 45 - 7,754,600 23 180,000 7,934,600 23 166.13 2

日 進 市 93,643 1 464,000 22 3.30 45 - 7,788,200 21 150,000 7,938,200 21 84.77 21

田 原 市 59,229 1 430,000 30 3.30 45 - 7,217,500 29 240,000 7,457,500 28 125.91 5

清 須 市 68,936 1 425,000 34 3.30 45 - 7,133,600 33 180,000 7,313,600 30 106.09 15

弥 富 市 43,779 1 446,000 27 3.30 45 - 7,486,100 24 - 7,486,100 27 171.00 1

長 久 手 市 60,770 1 430,000 30 3.30 - - 6,579,000 37 120,000 6,699,000 37 110.24 13

平均 129,850 1 491,892 8,176,243 240,743 8,416,986 90.26

県内類団平均 75,370 1 462,643 7,655,921 161,714 7,817,636 106.10

※年間報酬は報酬月額に12を乗じた額に、賞与について上記数値にて算出した額を加えた額である。

県内市長・議長等の定数・給料月額の状況（R5.4.1）

住民基本
台帳人口

定
数

報酬
月額

順
位

賞与 年間
報酬

A

順
位

政務活動費
年１人平均

B

副議長

※愛西市の類似団体として、津島市、碧南市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、大府市、知多市、知立市、豊明市、北名古屋市、みよし市、あま
市を比較（人口、産業構造の類似）

年額
A+B

順
位

市民1人
当たり
年間報酬

順
位

備考
（減額措置）期末手当

支給率
役職
加算

管理職
加算
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（愛知県市長会とりまとめの地方公務員給与実態調査等の交換資料より抜粋）

区分

市町村名 人 人 円 月 ％ ％ 円 円 円 円

愛 西 市 61,378 18 404,000 30 3.30 20 - 6,447,800 34 - 6,447,800 34 105.05 11

津 島 市 60,335 18 417,000 25 3.30 45 - 6,999,300 24 150,000 7,149,300 24 118.49 5

碧 南 市 72,459 22 448,000 19 3.30 45 - 7,519,600 18 198,000 7,717,600 17 106.51 10

蒲 郡 市 78,443 20 457,000 15 3.30 - 45 7,670,700 14 290,000 7,960,700 13 101.48 13

犬 山 市 72,331 18 472,000 11 3.30 45 - 7,922,500 10 180,000 8,102,500 10 112.02 8

常 滑 市 58,472 18 392,000 32 3.30 45 - 6,579,700 30 108,000 6,687,700 30 114.37 7

江 南 市 98,785 22 450,000 18 3.30 - - 6,885,000 25 150,000 7,035,000 25 71.22 23

大 府 市 92,892 19 458,000 14 3.25 45 - 7,654,300 15 180,000 7,834,300 15 84.34 20

知 多 市 83,646 18 448,000 19 3.30 45 - 7,519,600 18 198,000 7,717,600 17 92.27 17

知 立 市 72,062 20 405,000 26 3.30 45 - 6,797,900 26 180,000 6,977,900 26 96.83 15

豊 明 市 68,203 20 405,000 26 3.30 45 - 6,797,900 26 150,000 6,947,900 28 101.87 12

北名古屋市 86,181 21 431,000 21 3.35 45 - 7,265,500 20 300,000 7,565,500 20 87.79 18

み よ し 市 61,375 20 385,000 34 3.30 45 - 6,462,200 33 180,000 6,642,200 32 108.22 9

あ ま 市 88,613 22 405,000 26 3.30 20 - 6,463,800 32 - 6,463,800 33 72.94 22

豊 橋 市 369,330 36 585,000 3 3.30 45 - 9,819,200 3 1,080,000 10,899,200 3 29.51 34

岡 崎 市 383,789 37 614,000 2 3.30 45 - 10,305,900 2 600,000 10,905,900 2 28.42 35

一 宮 市 379,538 38 545,000 4 3.30 45 - 9,147,800 4 600,000 9,747,800 4 25.68 37

瀬 戸 市 127,882 26 451,000 17 3.30 45 - 7,570,000 17 137,500 7,707,500 19 60.27 27

半 田 市 118,166 22 460,000 13 3.30 45 - 7,721,100 12 149,000 7,870,100 14 66.60 25

春 日 井 市 308,038 32 536,000 5 3.30 45 - 8,996,700 5 330,000 9,326,700 5 30.28 33

豊 川 市 186,314 30 479,000 10 3.30 45 - 8,040,000 9 276,000 8,316,000 9 44.63 31

刈 谷 市 152,428 28 487,000 7 3.30 45 - 8,174,200 6 225,000 8,399,200 7 55.10 28

豊 田 市 416,747 45 642,000 1 3.30 45 - 10,775,900 1 600,000 11,375,900 1 27.30 36

安 城 市 188,645 28 480,000 9 3.30 45 - 8,056,800 8 360,000 8,416,800 6 44.62 32

西 尾 市 170,228 30 455,000 16 3.30 45 - 7,637,100 16 180,000 7,817,100 16 45.92 30

小 牧 市 150,188 25 504,000 6 3.30 - - 7,711,200 13 300,000 8,011,200 12 53.34 29

稲 沢 市 133,783 26 483,000 8 3.30 - 45 8,107,100 7 240,000 8,347,100 8 62.39 26

新 城 市 43,458 18 372,000 35 3.30 45 - 6,244,000 35 150,000 6,394,000 35 147.13 3

東 海 市 113,572 22 467,000 12 3.30 45 - 7,838,500 11 216,000 8,054,500 11 70.92 24

尾 張 旭 市 83,822 20 426,000 24 3.30 45 - 7,150,400 23 150,000 7,300,400 23 87.09 19

高 浜 市 49,222 16 367,000 37 3.30 45 - 6,160,000 36 180,000 6,340,000 36 128.80 4

岩 倉 市 47,761 15 431,000 21 3.30 45 - 7,234,300 21 180,000 7,414,300 21 155.24 1

日 進 市 93,643 20 430,000 23 3.30 45 - 7,217,500 22 150,000 7,367,500 22 78.68 21

田 原 市 59,229 18 390,000 33 3.30 45 - 6,546,100 31 240,000 6,786,100 29 114.57 6

清 須 市 68,936 22 405,000 26 3.30 45 - 6,797,900 26 180,000 6,977,900 26 101.22 14

弥 富 市 43,779 16 398,000 31 3.30 45 - 6,680,400 29 - 6,680,400 31 152.59 2

長 久 手 市 60,770 18 368,000 36 3.30 - - 5,630,400 37 120,000 5,750,400 37 94.63 16

平均 129,850 23 452,757 7,528,332 240,743 7,769,076 83.20

県内類団平均 75,370 20 426,929 7,070,414 161,714 7,232,129 98.10

※年間報酬は報酬月額に12を乗じた額に、賞与について上記数値にて算出した額を加えた額である。

県内市長・議長等の定数・給料月額の状況（R5.4.1）

住民基本
台帳人口

定
数

報酬
月額

順
位

賞与 年間
報酬

A

順
位

政務活動費
年１人平均

B

議員

※愛西市の類似団体として、津島市、碧南市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、大府市、知多市、知立市、豊明市、北名古屋市、みよし市、あま
市を比較（人口、産業構造の類似）

年額
A+B

順
位

市民1人
当たり
年間報酬

順
位

備考
（減額措置）期末手当

支給率
役職
加算

管理職
加算
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（愛知県市長会とりまとめの地方公務員給与実態調査等の交換資料より抜粋）

開催
回数

会期
日数

会議
日数

人 人 人 回 日 日 件 日 日 千円

愛西市 18 61,378 3,410 27 7 105 24 102 49 12 199,595

津島市 18 60,335 3,352 29 6 116 22 103 59 3 226,821

碧南市 22 72,459 3,294 30 8 90 24 100 53 5 251,188

蒲郡市 20 78,443 3,922 22 6 75 20 118 53 3 251,382

犬山市 20 72,331 3,617 23 1 348 36 116 64 18 238,151

常滑市 18 58,472 3,248 33 8 86 26 113 44 3 192,836

江南市 20 98,785 4,939 14 8 101 32 117 68 7 254,259

大府市 19 92,892 4,889 16 8 92 22 106 58 5 249,702

知多市 18 83,646 4,647 18 9 95 29 134 67 4 224,688

知立市 20 72,062 3,603 24 6 92 25 116 62 5 229,734

豊明市 20 68,203 3,410 26 2 350 24 114 56 12 221,917

北名古屋市 21 86,181 4,104 20 8 115 17 100 53 10 234,347

みよし市 20 61,375 3,069 35 7 86 23 105 95 13 27,923
あま市 22 88,613 4,028 21 7 110 22 131 45 10 242,032

豊橋市 36 369,330 10,259 2 7 83 21 187 77 0 635,331

岡崎市 37 383,789 10,373 1 5 96 22 199 71 3 735,252

一宮市 38 379,538 9,988 3 5 95 21 149 51 0 587,216

瀬戸市 26 127,882 4,919 15 7 102 24 124 133 13 321,335

半田市 22 118,166 5,371 11 10 92 25 108 129 14 265,929

春日井市 32 308,038 9,626 4 6 89 20 155 69 0 468,074

豊川市 30 186,314 6,210 7 7 98 26 146 46 0 401,124

刈谷市 28 152,428 5,444 10 7 95 20 144 28 0 384,366

豊田市 45 416,747 9,261 5 6 98 28 198 122 6 837,784

安城市 28 188,645 6,737 6 6 91 24 133 41 1 397,025

西尾市 30 170,228 5,674 9 9 106 27 146 67 6 367,431

小牧市 25 150,188 6,008 8 11 100 28 189 128 12 340,436

稲沢市 26 133,783 5,146 13 6 81 22 154 69 4 330,743

新城市 18 43,458 2,414 37 4 76 20 167 77 14 192,741

東海市 22 113,572 5,162 12 6 79 22 117 57 5 299,351

尾張旭市 20 83,822 4,191 19 7 103 23 123 82 4 254,827

高浜市 14 49,222 3,516 25 9 27 100 113 45 12 165,189

岩倉市 15 47,761 3,184 34 7 106 28 125 79 12 182,307

日進市 20 93,643 4,682 17 6 111 22 93 67 3 253,613

田原市 18 59,229 3,291 31 5 81 17 100 32 2 215,763

清須市 21 68,936 3,283 32 8 94 21 116 47 11 231,569

弥富市 16 43,779 2,736 36 7 126 23 116 14 6 175,760
長久手市 18 60,770 3,376 28 5 113 25 96 57 6 200,652
平均 23.3 129,850 4,983 6.7 108.2 25.8 129.0 65.2 6.6 305,092
県内類団平均 19.7 75,370 3,824 6.5 132.9 24.7 112.5 59.0 7.9 217,470

※活動期間は、令和4年1月1日～令和4年12月31日
※委員会の「日数」は、閉会中の開催日数を含む。

※愛西市の類似団体として、津島市、碧南市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、大府市、知多市、知立市、豊明市、
北名古屋市、みよし市、あま市を比較（人口、産業構造の類似）

3年度
議会費
決算額

住民基本
台帳人口

議員１人
当たり人口 順

位

議員
定数

県内市の議会議員の活動状況

※「住民基本台帳人口」は令和5年4月1日現在の数値

本会議（定例会・臨時会）
審議
案件

全員
協議会
日数

委員会
日数
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（総務省ホームページの令和3年度決算カードより抜粋）

千円
順
位

％
順
位

％
順
位

％
順
位

順
位

愛西市 15,767,919 28 87.5 26 11.4 32 6.7 34 0.61 36
津島市 14,068,150 33 86.6 19 8.5 19 7.2 30 0.75 34
碧南市 18,442,725 22 95.6 37 4.3 5 15.5 2 1.21 7
蒲郡市 18,746,389 19 85.4 16 10.2 26 17.0 1 0.85 28
犬山市 16,003,776 27 88.0 29 9.4 23 7.3 29 0.89 22
常滑市 14,574,912 32 81.7 4 16.0 37 10.8 9 0.96 18
江南市 20,232,808 15 82.5 7 11.4 32 8.9 21 0.79 32
大府市 20,130,519 16 82.8 8 3.3 2 9.5 17 1.15 8
知多市 18,513,023 21 88.5 30 7.6 17 10.5 11 0.96 18
知立市 14,617,065 31 84.1 12 11.0 30 10.4 12 0.98 15
豊明市 15,277,004 30 81.1 3 6.9 16 11.5 7 0.88 24
北名古屋市 19,039,929 18 87.4 24 12.9 35 10.2 13 0.88 24
みよし市 16,216,841 26 83.2 10 3.3 2 14.6 3 1.41 2
あま市 19,528,849 17 87.4 24 8.9 20 7.6 28 0.72 35
豊橋市 75,109,606 4 87.2 21 10.0 25 7.0 31 0.99 13
岡崎市 77,422,689 3 87.9 28 6.8 15 9.1 20 1.02 11
一宮市 80,569,327 2 87.3 22 9.7 24 8.6 24 0.81 31
瀬戸市 26,226,034 14 84.1 12 6.7 14 8.7 23 0.86 27
半田市 26,939,822 13 80.4 1 5.8 10 9.9 15 0.97 17
春日井市 62,698,326 5 91.2 33 11.3 31 1.6 37 0.96 18
豊川市 42,200,371 6 88.9 32 10.7 28 8.9 21 0.84 29
刈谷市 37,612,551 9 84.9 15 2.5 1 13.4 5 1.31 3
豊田市 113,569,332 1 83.5 11 5.0 6 7.9 27 1.42 1
安城市 41,405,589 7 81.9 5 5.6 9 10.9 8 1.26 5
西尾市 37,733,043 8 87.5 26 6.6 13 10.2 13 0.98 15
小牧市 33,372,812 10 88.7 31 3.7 4 4.8 35 1.22 6
稲沢市 30,251,923 11 84.8 14 10.9 29 13.4 5 0.88 24
新城市 15,445,633 29 86.8 20 14.8 36 8.6 24 0.55 37
東海市 29,810,080 12 85.5 17 5.4 8 14.6 3 1.27 4
尾張旭市 16,911,268 25 80.7 2 9.1 21 7.0 31 0.89 22
高浜市 9,749,694 37 93.7 36 5.9 11 9.5 17 1.02 11
岩倉市 10,532,202 36 82.8 8 9.2 22 10.6 10 0.79 32
日進市 18,529,772 20 82.0 6 5.2 7 9.7 16 1.03 10
清須市 17,430,841 24 87.3 22 10.2 26 8.6 24 0.84 29
田原市 18,267,498 23 93.6 35 11.4 32 4.8 35 0.99 13
弥富市 11,197,415 35 86.2 18 8.2 18 7.0 31 0.96 18
長久手市 12,560,758 34 91.7 34 5.9 11 9.2 19 1.06 9

県内市の財政指標等一覧表

【標準財政規模】
　 地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通
交付税を加算した額
【経常収支比率】

実質収支比率
財政力指数

（Ｒ１～Ｒ3平均）
標準財政規模 経常収支比率 公債費負担比率

　 実質収支の標準財政規模（臨時財政対策債発行可能額を含む。）に対する割合。実質収支比率が正数の場合は実質収
支の黒字、負数の場合は赤字を示す。
【財政力指数】
　 地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値。
　 財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえる。

　 地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費等のように毎年度経常的に支出
される経費（経常的経費）に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一
般財源（経常一般財源）、減収補填債特例分及び臨時財政対策債の合計額に占める割合。
　 この指標は経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見るものであり、比率が高いほど財政構造
の硬直化が進んでいることを表す。
【公債費負担比率】
　 地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一つで、公債費に充当された一般財源の一般
財源総額に対する割合。
　 公債費負担比率が高いほど、一般財源に占める公債費の比率が高く、財政構造の硬直化が進んでいることを表す。
【実質収支比率】
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（愛知県総務局総務部市町村課のホームページより）

早期健全化基準 下記のとおり 早期健全化基準 下記のとおり 早期健全化基準 25% 早期健全化基準 350%

財政再生基準 20% 財政再生基準 30% 財政再生基準 35% 財政再生基準 －
％ 早期健全化基準 ％ 早期健全化基準

愛西市 -                 12.72         -                 17.72         4.2 -                 
津島市 -                 12.85         -                 17.85         4.0 2.0               
碧南市 -                 12.57         -                 17.57         2.1 -                 
蒲郡市 -                 12.56         -                 17.56         △ 0.3 -                 
犬山市 -                 12.71         -                 17.71         4.4 -                 
常滑市 -                 12.81         -                 17.81         11.6 121.5            
江南市 -                 12.48         -                 17.48         3.2 -                 
大府市 -                 12.49         -                 17.49         △ 0.8 -                 
知多市 -                 12.57         -                 17.57         1.4 18.0              
知立市 -                 12.81         -                 17.81         1.9 -                 
豊明市 -                 12.76         -                 17.76         △ 0.2 -                 
北名古屋市 -                 12.54         -                 17.54         5.8 17.6              
みよし市 -                 12.69         -                 17.69         2.3 -                 
あま市 -                 12.52         -                 17.52         6.4 43.8              
豊橋市 -                 11.25         -                 16.25         3.8 33.3              
岡崎市 -                 11.25         -                 16.25         0.0 -                 
一宮市 -                 11.25         -                 16.25         3.4 22.9              
瀬戸市 -                 12.01         -                 17.01         1.9 -                 
半田市 -                 11.96         -                 16.96         0.1 -                 
春日井市 -                 11.25         -                 16.25         4.9 16.4              
豊川市 -                 11.40         -                 16.40         △ 1.3 -                 
刈谷市 -                 11.52         -                 16.52         △ 2.2 -                 
豊田市 -                 11.25         -                 16.25         1.6 -                 
安城市 -                 11.42         -                 16.42         0.4 -                 
西尾市 -                 11.52         -                 16.52         1.1 -                 
小牧市 -                 11.67         -                 16.67         0.8 -                 
稲沢市 -                 11.79         -                 16.79         2.6 -                 
新城市 -                 12.75         -                 17.75         7.1 51.6              
東海市 -                 11.81         -                 16.81         △ 0.3 2.5               
尾張旭市 -                 12.65         -                 17.65         3.3 -                 
高浜市 -                 13.38         -                 18.38         0.4 -                 
岩倉市 -                 13.25         -                 18.25         4.0 10.1              
日進市 -                 12.57         -                 17.57         1.0 -                 
田原市 -                 12.58         -                 17.58         4.0 -                 
清須市 -                 12.62         -                 17.62         1.7 -                 
弥富市 -                 13.16         -                 18.16         5.1 85.5              
長久手市 -                 12.99         -                 17.99         △ 0.7 -                 

県内市の健全化判断比率（令和3年度決算）

【早期健全化基準】

【財政再生基準】

　 地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況にお
いて、計画的にその財政の再生を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のそれぞれについて定め
られた数値。

　 地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図
るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率のそれぞれについて定められた数値。

【実質赤字比率】

 　地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の
標準財政規模を基本とした額に対する比率。
　 地方公共団体の一般会計等の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧
迫する可能性の度合いを示す指標ともいえる。

将来負担比率

※各比率において赤字等が無い、算定されていない場合は、「-」で示している。

　 実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの財政指標の総称。地方公共団体は、この健全化判断
比率のいずれかが一定基準以上となった場合には、財政健全化計画又は財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らなければならな
い。
 　健全化判断比率は、財政の早期健全化等の必要性を判断するものであるとともに、他団体と比較することなどにより、当該団体の財政
状況を客観的に表す意義を持つ。

【将来負担比率】

【連結実質赤字比率】

【実質公債費比率比率】

　 当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率。
 　借入金（地方債）の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標ともいえる。
　 地方公共団体財政健全化法の実質公債費比率は、起債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用いられる地方財政法の実
質公債費比率と同じ。

 　公営企業会計を含む当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額及び資金の不足額の標準財政規模に対する比率。
　 全ての会計の赤字と黒字を合算して、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化
の度合いを示す指標ともいえる。

　 当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模（地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経
常的一般財源の規模を示すもの）に対する比率。福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財
政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえる。

実質赤字比率 連結実質赤字比率

【財政健全化判断比率】

実質公債費比率
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消費者物価指数の推移 

 

令和２年＝１００ 

 全 国 名古屋市 

平成２９年 ９８．６ ９８．９ 

平成３０年 ９９．５ ９９．９ 

平成３１年 １００．０ １００．１ 

令和２年 １００．０ １００．０ 

令和３年 ９９．８ ９９．７ 

令和４年 １０２．３ １０２．４ 

令和５年 １０４．９ １０５．２ 

 

(注)１ 各年の指数(総合)は、年平均 

  ２ 令和５年の全国は、令和５年１月～令和５年７月までの平均値 

  ３ 令和５年の名古屋市は、令和５年１月～令和５年７月までの 

平均値 

  

消費者物価指数とは 

消費者物価指数は、全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格等を総合し

た物価の変動を時系列的に測定するものです。すなわち家計の消費構造を一定のものに固

定し、これに要する費用が物価の変動によって、どう変化するかを指数値で示したもので、毎

月作成しています。指数計算に採用している各品目のウエイトは総務省統計局実施の家計

調査の結果等に基づいています。品目の価格は総務省統計局実施の小売物価統計調査に

よって調査された小売価格を用いています。結果は各種経済施策や年金の改定などに利用

されています。(総務省統計局ホームページより) 

 



令和４年１１月４日   

 

愛西市長  日永貴章  殿  

 

愛西市特別職報酬等審議会  

会長  岩崎  恭典  

 

特別職の報酬等について（答申）  

 

令和４年１０月１７日付けで諮問のありました市長、副市長

及び教育長の給料月額並びに議会の議員の報酬月額について、

慎重に審議した結果、次の結論に達しましたので、ここに答申

します。  

 写  



答   申  

 

１  市長、副市長及び教育長の給料月額並びに議会の議員の報

酬月額について  

  市長、副市長及び教育長の給料月額並びに議会の議員の

報酬月額（以下「特別職報酬等の額」という。）について

は、次のとおりとすることが適当である。  

 

２  答申理由  

 現在、本市における特別職報酬等の額は、令和元年度に開

催された特別職報酬等審議会の答申を受け決定されたもので

ある。  

今般、当審議会で一般職職員の給与状況、県内の特別職報

酬等の額の状況を踏まえ、本市の財政状況等も参考にしつつ、

各委員の意見を聞いて慎重に検討した。  

（１）一般職職員の給料改定の状況は令和２年度及び令和３年

度は改定なし、令和４年度は＋０．２３％の増額改定であ

ったものの若手職員に限定した増額改定であったこと  

（２）本市の財政状況は健全性を維持しつつも、新型コロナウ

イルス感染症対策や引き続き増加が見込まれる社会保障関

連経費など財政需要が想定されること  

（３）円安や物価上昇など市民生活に影響を及ぼす変化が見ら

れるものの、どのくらいの影響を特別職報酬等の額に反映

させるのが適切か現時点で不明であること  

役職名  月額  現行との比較  

市 長  934,000 円  据え置き  

副 市 長  773,000 円  据え置き  

教 育 長  674,000 円  据え置き  

議 長  506,000 円  据え置き  

副 議 長  454,000 円  据え置き  

議 員  404,000 円  据え置き  



以上を総合的に勘案し、本答申の額とすることが適当である

との結論に達した。  

 

３  付帯意見  

議会の議員の報酬月額については、据え置きとすることが

適当であるとの結論に達したが、政務活動費が交付されてい

ない市は愛知県内で３市のみであり、市民の代表として多様

なニーズに応え、市政発展のために活躍してもらう事を目的

とした政務活動費の創設に向けた検討を求める。  

なお、制度創設にあたっては、議論の内容及び経過を公表

するとともに、真に政務活動費として必要な使途を限定し、

領収書等の公表など透明性を確保されることを期待する。  

また、愛西市特別職報酬等審議会の次回開催時期について、

昨今の急激な物価上昇など社会情勢に鑑み、数年後ではなく、

来年度開催することで特別職報酬等の額を適切な時期に議論

されることを求める。  

 

４  おわりに  

市長、副市長及び教育長には、さらなる行政改革を断行す

ること、執行機関並びに議会の議員は、引き続き市民のため

に住みやすいまちづくりに向け職務に精励されることを望む

ものである。  

 



〇税収の推移
(円)

H30 R1 R2 R3 R4

市民税 3,618,617,133 3,763,714,783 3,551,132,971 3,458,399,510 3,522,697,970

固定資産税 3,646,604,032 3,659,997,523 3,722,680,056 3,705,153,452 3,827,931,322

軽自動車税 151,138,806 157,323,350 166,380,906 171,946,262 182,302,819

たばこ税 290,322,222 299,033,212 306,550,330 327,220,733 343,695,917

計 7,706,682,193 7,880,068,868 7,746,744,263 7,662,719,957 7,876,628,028

自主財源
比率

48.1% 47.2% 34.0% 39.7% 41.7%

※現年・滞納繰越分含む収納額
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【議会事務局のヒアリング内容】 

 

 

 

   政務活動費の支給制度創設に向けての検討状況について 

 

 昨年の愛西市特別職報酬等審議会の答申書に、政務活動費の支給制度の

創設に向けて検討を求める付帯意見が添えられたことにより、現在、議員

で構成される議会活性化協議会のなかで、金額、交付方法等の運用指針に

ついて慎重に協議を重ねており、令和６年度予算計上できるよう進めてい

るとの報告をうけております。 
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